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尾張旭市緑の基本計画策定業務委託 仕様書 

 

第１章 総則 

 （適用） 

第１条 本仕様書は、尾張旭市（以下「甲」という。）が行う「尾張旭市緑の基本計画策定

業務」（以下「本業務」という。）について適用する。 

 （目的） 

第２条 甲では、都市緑地法に基づく「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」と

して、現行の尾張旭市緑の基本計画を平成２３年３月に策定し、「ともに守りともに育て

る緑あふれる公園都市」の実現に向け、各種事業の推進に取り組んでいる。 

  現行計画策定以降、人口減少・少子高齢化の進行や新型コロナウイルス感染症による

行動制限のほか、激甚化する自然災害による影響など、本市を取り巻く社会情勢や都市

環境等が大きく変化するとともに、ＳＤＧｓや脱炭素社会等の概念を取り入れた持続可

能な緑地等の保全・整備、緑化の推進が求められている。国においても新たな視点とし

て、都市緑地の質・量の確保を官民で連携して一層推進する必要性等を示したところで

ある。 

また、愛知県では、新たな制度への対応、自然災害や人口減少と少子高齢化への対応、

生物多様性の保全などへ対応するために、「愛知県広域緑地計画」を改訂している。 

甲においては、甲の最上位計画である尾張旭市第六次総合計画（以下、「総合計画」と

いう。）を令和６年３月に策定するとともに、第三次尾張旭市都市計画マスタープラン（以

下、「都市計画マスタープラン」という。）の策定に向けて検討を進めている。 

上記のような背景に加え、現行計画の緑の基本計画の策定から１３年が経過し、令和

７年度末で計画期間の満了を迎えることから、本業務では、総合計画及び都市計画マス

タープランと整合を図りつつ、次の１０年後を見据えた新たな「尾張旭市緑の基本計画」

を策定することを目的とする。 

（準拠する法令等） 

第３条 本業務は、本仕様書及び次の各種法令等に準拠して施行する。 

⑴ 都市緑地法 

 ⑵ 都市公園法 

⑶ 生産緑地法 

 ⑷ 都市計画法 

 ⑸ 都市計画運用指針 

 ⑹ 愛知県広域緑地計画 

 ⑺ 新編緑の基本計画ハンドブック 

⑻ 尾張旭市契約規則 

 ⑼ その他関係法令及び規程 

（疑義） 

第４条 本仕様書に定めのない事項、その他本業務に関する不明な事項等について疑義が

生じた場合は、甲及び受託者（以下「乙」という。）との協議の上、決定する。 
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 （管理技術者） 

第５条 乙は、本業務における技術上の管理をつかさどる管理技術者を定め、甲に通知す

るものとする。 

２ 管理技術者は、技術士（建設部門（都市及び地方計画））またはＲＣＣＭ（都市計画及

び地方計画）の資格を有し、過去５年間において都市緑地法第４条の規定に基づく緑の

基本計画策定または改定業務について、元請として管理技術者としての実績を有する者

とする。 

 （主たる担当技術者） 

第６条 主たる担当技術者は、過去５年間において都市緑地法第４条の規定に基づく緑の

基本計画策定または改定業務について、元請として管理技術者または担当技術者として

の実績を有する者とする。 

 （照査技術者） 

第７条 乙は、本業務に関して、管理技術者とは別に成果品の内容の技術上の照査を行う

照査技術者を定め、甲に通知するものとする。 

２ 照査技術者は、技術士（建設部門（都市及び地方計画））またはＲＣＣＭ（都市計画及

び地方計画）の資格を有し、過去５年間において都市緑地法第４条の規定に基づく緑の

基本計画策定または改定業務について、元請として管理技術者または照査技術者として

の実績を有する者とする。 

３ 照査技術者は、照査計画書を作成して業務計画書に記載し、照査に関する事項を定め

るとともに、照査技術者自身による照査を行わなければならない。 

 （提出書類） 

第８条 乙は、契約締結後速やかに次に掲げる書類を甲に提出し、承認を受けるものとす

る。 

 ⑴ 業務着手届 

⑵ 業務実施計画書 

 ⑶ 業務工程表 

 ⑷ 管理技術者届及び照査技術者届（経歴付記） 

 ⑸ その他甲が必要と認める書類 

 （貸与資料） 

第９条 甲は、本業務に当たり、次に掲げる資料等を乙に貸与する。なお、貸与された資

料は、乙の責任において取扱い及び保管を行うものとする。 

 ⑴ 尾張旭市緑の基本計画 

 ⑵ 環境基本計画 

 ⑶ 都市計画基本図ＤＭデータ（地図情報レベル２,５００、１０,０００） 

 ⑷ 尾張旭市第六次総合計画 

 ⑸ 尾張旭市都市計画マスタープラン資料 

 ⑹ 都市計画基礎調査資料（該当年度分） 

 ⑺ その他乙の申出により甲が必要と認める資料 

２ 乙は、本業務終了後、速やかに甲に返却（データ関係は削除）しなければならない。
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万一、汚損、破損及び紛失の場合は、乙において一切の責任を負うものとする。 

 （工程管理） 

第１０条 乙は、業務実施計画書に基づき適切な工程管理を行うものとする。なお、甲か

ら進捗状況の報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。 

 （法令等の遵守） 

第１１条 乙は、本業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。 

 （損害賠償） 

第１２条 本業務の遂行中に乙の責により第三者に与えた損害及び第三者より受けた損害

は、全て乙の責任において処理解決するものとし、その発生原因、経過及び被害状況等

を甲に正確かつ迅速に報告するものとする。 

 （秘密保持の義務） 

第１３条 乙は、業務上知り得た内容について甲の承認を得ずに第三者に漏洩してはなら

ない。また、作業途中に作成した資料を甲の許可なく本業務以外に使用してはならない。 

２ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に定められた事業者の義務

等を遵守し、本業務で使用する各種資料及びデータに含まれる個人情報の取扱いについ

ては十分に注意するものとする。 

 （履行期間） 

第１４条 本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和８年３月１９日までとする。 

 （納入場所） 

第１５条 本業務成果品の納入場所は、尾張旭市都市整備部公園農政課とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１６条 乙は、本業務が完了した年度ごとに、遅滞なく次に掲げる書類等を完了届とと

もに提出し､監督職員及び管理技術者の立会いの上､検査職員の検査を受けるものとする。 

 ⑴ 令和６年度 

   第３２条第１号、第３号から第４号及び第７号から第８号に示す成果品 

⑵ 令和７年度 

第３２条第２号から第８号に示す成果品 

 （成果品の帰属） 

第１７条 本業務における成果品は、全て甲に帰属するものとし、乙は甲の許可なくこれ

を使用し、または流用してはならない。 

（成果品の契約不適合） 

第１８条 乙は、本業務完了後に乙の責による成果品の誤り及び漏れが発見された場合に

は、速やかに乙の負担により成果品の修正を行うものとする。 

 

   第２章 業務内容 

 （業務概要） 

第１９条 本業務は、令和６年度から令和７年度までの２箇年を業務期間とし、それぞれ

の業務概要は次のとおりとする。 

 ⑴ 令和６年度 
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  ア 計画準備 

イ 現況把握 

  ウ 課題の整理 

  エ 基本理念及び基本目標の検討 

  オ 計画のフレーム及び目標水準の検討 

  カ 会議等の運営支援 

 ⑵ 令和７年度 

  ア 緑地の保全及び緑化推進に関する具体的施策の検討 

  イ 計画の進行管理方法の検討 

  ウ 緑の基本計画（素案）の取りまとめ 

  エ パブリックコメントの実施支援 

オ 緑の基本計画（案）の取りまとめ 

  カ 会議等の運営支援 

 （計画準備） 

第２０条 本業務の目的を十分に把握した上で、合理的かつ効率的に作業を遂行するため、

本業務の内容、実施方針、スケジュール及び実施体制を記載した業務計画書の作成を行

う。 

 （現況把握） 

第２１条 現況把握は次のとおりとする。 

 ⑴ 基礎データの収集整理 

   尾張旭市より貸与する各種統計資料を基に、尾張旭市における以下に示す緑の現況

について調査し把握する。 

ア 地目別土地利用 

イ 施設緑地及び地域性緑地 

ウ 生産緑地地区 

エ 農地転用件数及び面積の推移 

 ⑵ 現行計画の達成度検証 

上記調査結果、及び現行計画の進捗状況調査し、現行計画の達成度検証を行う。 

⑶ 上位・関連計画との整合性検証 

愛知県広域緑地計画など上位・関連計画の概要を取りまとめ、本計画との整合性を 

検証する。 

 （課題の整理） 

第２２条 上記の成果を基に、課題の抽出視点を明確に整理したうえで、本市における緑

に関する課題を整理する。 

 （基本理念及び基本目標の検討） 

第２３条 総合計画等の策定、及び上記の緑に関する課題を踏まえ、現行計画の基本理念、

及び基本目標の策定について検討する。 

 （計画のフレーム及び目標水準の検討） 

第２４条 都市計画マスタープラン、立地適正化計画等と整合性を図り、将来人口を推計
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し、市民一人あたりの公園・緑地面積の整備目標や公園・緑地面積率などの整備目標を

検討する。 

 （緑地の保全及び緑化推進に関する具体的施策の検討） 

第２５条 緑地の保全及び緑化推進に関する具体的施策の検討は次のとおりとする。 

⑴  緑地の保全の検討 

   上記までの検討経緯結果に基づき、緑地配置の将来像の検討、緑と水のネットワー

クの形成、系統別緑地の配置の方針等について検討を行う。 

 ⑵ 緑化推進に関する具体的施策の検討 

   基本理念、基本目標を実現するため、上記で検討した緑に関する施策の方針に基づ

き、緑地の保全及び緑化に関する具体的な施策の検討を行う。 

 （計画の進行管理方法の検討） 

第２６条 改訂された緑の基本計画を今後定期的に進行管理するために、計画の推進体制

や役割分担、スケジュール等を検討する。 

 （緑の基本計画（素案）の取りまとめ） 

第２７条 上記までの検討結果について、緑の基本計画（素案）として取りまとめる。 

 （パブリックコメントの実施支援） 

第２８条 緑の基本計画（素案）に関して、甲が行う市民等向けパブリックコメントにつ

いて、意見に対する対応策の助言等の支援を行う。 

 （緑の基本計画（案）の取りまとめ） 

第２９条 緑の基本計画の本編及び概要版の作成を行う。なお、作成にあたっては、市民

にとってわかりやすく、見やすいものとすること。 

（会議等の運営支援） 

第３０条 緑の基本計画の策定に当たり、甲が実施する会議等の運営支援における業務内

容は、次のとおりとする。 

  策定検討会議 

  当日の資料作成、運営支援及び議事録要旨の取りまとめを行う。 

なお、開催回数は、次に掲げる回数を基本とするが、詳細は別途協議し、決定する。 

 ア 令和６年度：２回 

 イ 令和７年度：２回 

（打合せ協議） 

第３１条 打合せ協議は、業務着手時、中間６回、成果納入時の計８回を基本とするが、

業務実施上に必要が生じた場合は、速やかに甲と乙の協議の上、甲の指示に従うものと

する。 

 

   第３章 成果品 

 （成果品） 

第３２条 本業務の成果品は次のとおりとする。ただし、成果品は全て甲の所有とし、甲

の承認を受けずに他に公表、貸与及び使用等をしてはならない。 

なお、本業務が完了した後においても、受注者の責めに帰すべき理由により成果品に
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不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足その他の措置を講ずるものとし、これ 

に要する経費は乙が負担する。 

 ⑴ 令和６年度業務報告書                   １部 

 ⑵ 令和７年度業務報告書                   １部 

 ⑶ 会議等資料                        １式 

 ⑷ 打合せ記録簿                       １式 

 ⑸ 緑の基本計画（本編）                   １式 

 ⑹ 緑の基本計画（概要版）                  １式 

 ⑺ その他本市監督員が必要と認めたもの            １式 

⑻ 上記成果品の電子データ及び調査・分析過程におけるデータ  １式 

※ 上記⑴から⑻までの成果品は、作成したデータを出力し、Ａ４ファイルに綴じ納品

する。 

※ 上記各データの納品は、ワード、エクセル又はパワーポイントのほか、イラストレ 

ーターデータ及びＰＤＦデータによるものとし、各データをＣＤ－Ｒに格納し、納品

する。 


